
【導入】 
「このままでは、親から受け継いだ会社をたたむしかない」 
こうつぶやいたのは、 
とある町工場の社長。 
この会社に資金力がなかったわけではありません。 
むしろ、従業員にも恵まれ、 
業績も好調。 
順風満帆といえる状態でした。 
 
なぜ、彼は会社を畳まなければならなかったのでしょうか。 
 
それは、会社を引き継ぐ人材がいなかったため。 
会社を残したいという願いは 
叶いませんでした。 
 
こうした例は、日本全国で珍しいものではありません。 
自分の会社を残せない。 
あまりにも残酷な現実があるのです。 
 
本弁論では、 
中小企業が事業引継ぎを行う際の問題を指摘し、 
その解決をうったえます。 
 
 
 
【現状】 
廃業。 
皆さんは、このことばを聞いて 
何を思い浮かべるでしょう？ 
 
おそらく、 
経営が立ち行かなくなったことにより、 
会社を畳む、 
ということを想像するのではないのでしょうか。 
 
 
しかし、たとえ黒字を計上して、業績が安定していたとしても、 
ある日突然事業を終えざるを得ないことがあるのです。 
 
 
実際に、 
経営が立ち行かなくなった 
という理由以外で、 
廃業する中小企業の数は、 
年間なんと3万社。 
そして、2025年までに、 



廃業の危機を抱えている企業は、127万社にも上るのです。 
これは、全中小企業の3割を占めます。 
 
廃業するということは、 
その会社に勤める人の雇用と技術が失われることになります。 
一つの企業が廃業することで失われる雇用は平均10人。 
つまり、年間で30万人もの人が職を失っているのです。 
また、中小企業の強みの一つである、独自の技術も失われることになります。 
実際に、これまでに廃業した企業の4割は、他の企業が持っていない技術を有していまし

た。 
 
中小企業は、 
たとえ経営が悪化していなくても廃業の危険性があり、 
それによって雇用や技術を失ってしまっているのです。 
 
 
中小企業が廃業を余儀なくされる理由に、 
後継者が見つからないことが挙げられます。 
企業を残すためには、 
事業の引継ぎ、つまり、事業承継を行うことになります。 
 
一般的な事業承継である、 
親族継承が行われなくなってきたのです。 
この背景には、 
子どもが親の会社を引き継ぐことを望まないことが挙げられます。 
 
承継を望まない子どもの6割が、親の仕事に興味がないのです。 
実際に、20年前に8割を占めていた親族承継は、 
4割にまで減少したのです。 
 
事業承継には、もう一つ、従業員による承継があります。 
これは親族承継以上に行うことが困難です。 
そもそも、事業承継を行うには、後継者に経営権を移転させなければなりません。 
 
会社における経営権は、 
株式の保有数で決まるため、 
後継者が株式を買い取る必要があるのです。 
その負担に応えられる従業員は 
ごくわずかとなってしまいます。 
 
かといって、株式を無償で 
贈与することも困難です。 
 
それは、経営者個人の資産が大幅に失われてしまうことになるからです。 
これでは引退後の生活を送ることができません。 
 



親族承継も従業員承継も、それぞれの難しさがあるのです。 
 
そのため、彼らは後継者を見つけることができません。 
 
実際に、中小企業において、 
そもそも後継者が見つからないとしている企業が3割。 
 
後継者にふさわしい人材こそいるものの、 
株式の移転ができないことにより、 
後継者とすることができない企業が3割。 
合わせて6割もの企業が、 
後継者を用意することができず、廃業の危機を迎えているのです。 
 
 
このような、 
中小企業の窮状に対し、政府は、相続税の控除といった 
税制上の優遇や 
無担保での融資などの対策を講じています。 
しかし、 
このような対策も空しく、 
後継者の不足は一向に解消されません。 
 
 
いくら、 
従業員承継を援助しても、 
経営者・後継者のいずれかが 
個人的な金銭負担を負うという 
根本的な構造が変わることはありません。 
これでは、従業員承継を増加させることはできないのです。 
 
以上のことから、中小企業は、 
事業の承継ができないために 
廃業を迫られているということがわかります。 
 
 
 
【問題点】 
従業員にとって企業で働くことの目的は、お金を稼ぐことでしょう。 
しかし、 
本当に「働く」 
ということで得られるものは 
それだけでしょうか？ 
 
私たちの人生の中で、 
働くことは 
多くの時間を占めることになります。 



職場では多くの時間を共有し、 
他の従業員たちと苦楽を共にすることになるでしょう。 
 
働くことを通して、 
苦境に立たされ 
時に辛く、苦しく。 
時に成功体験を経験するでしょう。 
そのような様々な経験が、 
企業への愛着へとつながっていくのです。 
特に、人数が少ない中小企業であれば、なおさらでしょう。 
従業員にとって職場は、 
かけがえのない場所なのです。 
 
 
それなのに！ 
後継者がいなかった。 
ただそれだけの理由で廃業せざるを得ないのです。 
小さい企業ながらも、精一杯努力をしてきて、業績を出し、 
経営もうまくいっていた。 
 
にもかかわらず、 
経営のバトンタッチができず、 
社会から消えていってしまう。 
そのようなことが 
日本中の中小企業で起きているのです。 
 
 
 
 
【理念】 
私は、後継者が見つからずに、廃業してしまう企業を救いたい。 
従業員一人一人にとっての仕事の場であり、 
技術を活かせる場である 
「企業」。 
この素晴らしい共同体を 
できる限り残していきたいのです。 
「企業」 
という共同体が続いていく社会。 
「企業」には 
社員一人一人の居場所があります。 
そのような場を、残せる限り残していきたい。 
後継者がいないという理由だけで、消えてほしくはないのです。 
 
 
 
 



 
 
【社会的重要性】 
彼らが働く場所を残していくことは、中小企業で生み出されてきた固有の技術を残し、 
つないでいくことにもつながります。 
 
事業の承継ができずに、廃業することを防ぐ。 
これは、彼ら自身だけはでなく、日本経済全体にも価値をもたらすのです。 
 
 
そのためには、 
子どもが後継者になるのが 
当たり前でなくなった今、 
企業という共同体が社会に残っていくための、 
新たな事業承継の形が必要です。 
 
 
【原因】 
そのような現代で、 
注目を集めている手法があります。 
それはM&Aによる事業譲渡です。 
 
これは、自分の会社を、 
他の企業に買ってもらうものです。 
しかし、この事業譲渡はまだ広く利用されていません。 
 
事業譲渡を行うためには、 
法律や会計といった専門的な情報や知識が必要となるからです。 
 
実際に、経営者の約8割が必要な情報や知識を自力で補うことができないと回答していま

す。 
 
 
 
【プラン】 
そこで私は、一点のプランを提案します。 
 
それは、「事業承継支援金」の導入です。 
 
この「事業承継支援金」は、事業譲渡を支援する事業者に対して 
給付されます。 
 
事業者には、M&Aの仲介を専門に行う業者の他に、 
取引のある銀行や弁護士、 
公認会計士などがいます。 
こうした事業者は事業を譲渡する候補先の選定だけでなく、 



法律や会計に関する専門的な知識の提供も行うのです。 
 
そして、 
事業譲渡を仲介した事業者に対し、 
1件の契約につき40万円の補助金を出すこととします。 
これによって、事業者は、買収する企業から支払われる手数料に加え、 
助成金を受け取ることができます。 
 
このプランを導入することで、 
銀行などが 
事業譲渡の推進を行うことが期待されます。 
 
そして、中小企業が事業を続けていけるようになるのです。 
 
 
【締め】 
事業承継。 
これは、 
単なる事業の引継ぎではなく、 
従業員の熱い想いをつなげる 
バトンタッチです。 
 
バトンは、 
渡す人、受け取る人 
双方がいて初めて、つながっていきます。 
 
従業員から企業。 
企業から他の企業への、 
「バトンタッチ」が円滑に行われる。 
そのような社会が実現されることを願って、 
本弁論を終了させていただきます。 
ご清聴ありがとうございました。 
 
 


